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　事業主は、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、賃金や教
育訓練等に関する措置の内容について説明しなければなりません。

【説明義務が課せられる事項】

　パートタイム・有期雇用労働者から求めがあったときは、通常の労働者との間の待遇
の相違の内容・理由や、待遇を決定するにあたって考慮した事項についても説明しなけ
ればなりません。
　この説明にあたって比較する通常の労働者は、職務の内容、職務の内容及び配置の変
更の範囲が最も近いと事業主が判断する通常の労働者ですが、その選定方法や複数の該
当者がいる場合の絞り込みの方法については、厚生労働省施行通達の示す考え方に従う
ことが必要です。また、説明する待遇差の内容と理由については、客観的・具体的でな
ければなりません。

雇入れ時

○�下記の規定により措置を講ずべきこととさ
れている事項に関して、会社で講じている
措置の内容

・不合理な待遇差の禁止（法第８条）
・差別的取扱いの禁止（法第９条）
・賃金決定時の努力義務（法第10条）
・教育訓練の実施（法第11条）
・福利厚生施設の利用（法第12条）
・通常の労働者への転換推進（法第13条）

【説明内容の例】
・正社員も含めた会社の賃金制度の内容
・どのような教育訓練があるか
・どの福利厚生施設が利用できるか
・どのような正社員転換推進措置があるか

など

パートタイム・有期雇用労働者から説明を求められたとき

①�パートタイム・有期雇用労働者と通常の労
働者との間の待遇の相違の内容とその理由
②�下記の規定により措置を講ずべきこととされ
ている事項に関して、会社で講じている措置
の内容を決定するに当たって考慮した事項

・労働条件の文書交付等（法第６条）
・就業規則作成の手続き（法第７条）
・法第８条～第13条	 ※上記

【説明内容の例】
職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範
囲が最も近い通常の労働者と比較して
・どの要素をどう勘案して賃金を決定したか
・�どの教育訓練や福利厚生施設がなぜ使える
か（または、なぜ使えないか）
・�正社員への転換推進措置の決定に当たり何
を考慮したか

など

※下線部が法改正で追加された事項

待遇についての説明義務3

雇入れ時の待遇についての説明義務（法第14条第１項）1

待遇についての説明義務（法第14条第２項）2
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＜解説＞労働者に対して説明を行う際は、資料を活用し、わかりやすく説明しましょう。比較対象
となる正社員については、短時間労働者・有期雇用労働者と職務の内容、職務の内容・配置の変更
の範囲等が最も近いと事業主が判断する正社員を選定しましょう。労働者が納得するまで説明する
ことまで求めるものではありませんが、納得が得られるよう真摯で丁寧な説明に努める必要があり
ます。また、労働者が説明を求めたことを理由に不利益な取扱いをすることは禁止されています。

厚生労働省発行「パートタイム・有期雇用労働法　対応のための取組手順書」より




